
なまえ 分類番号

講座内容

開講できる日、時間帯

指導料 材料費

実績、資格

受講生のみなさんへ

備考

国家資格「行政書士」として相続・遺言書作成業務に携わっております。

遺言書作成制度は、あなたの意志とご家族を守るためのものです。相続について正しい知
識を付けて、あなたの未来をより豊かにしませんか？
老若男女問わず、ぜひ参加してください！

399

石上
イシガミ

　敬也
タカヤ

『相続・遺言書について知ろう！』
・相続についてのお役立ち情報を紹介します。
・遺言書の作成セミナーを行います。
・ちょっとしたレクリエーションあり
　（弾き語りやトランプマジックなど）

毎週土曜日　午前10時～11時

1時間当たり1,000円 なし

写真

（枠線は目安）


